
まったく新しい資料を発見したのならばいざ

知らず，古びたエピソードにもとづいて論述

をつづけることは，これ以上やめてもらいた

いものである。その意味では本魯の著者もい

ささか責められて然るべきであろう。

Rcn6Vaillot；Mα伽π・φ5Ch伽’8≠，6d，

Albm　Michc1，1978，350p、

Kenneth　M．StampP，

The　P66％Jiα7Z％s魏躍ガo躍

SJαz／6勿ソ　♂n　オh6！17z！6一β6〃z‘窺

So躍h

斎藤忠利

　南北戦争以前からアメリカの南部人たちは，

アメリカ南部の奴隷制（‘一slavery”）を「わ

が南部独特の制度」（“our　peculiar　illstltu－

tions”）と呼ぴ慣らわしており，・4ヱ）∫6≠ゼ07¢のッ

夢！｛，彫婬0㈱E％8砺んは，この呼称の使用例

を1842年と1851年の文献の中から引用して

いるが，その引用例の記述から判断すると，

アメリカの南部人たちは，奴隷制に対する北

部側の批判・攻撃が強まる中で，“slavery”

に代わる娩曲語法として‘burpcculiar　in－

stltutlons”という呼称を用い始めたものと

思われる。

　本書は以下に詳しく紹介するように，北部

的な立揚から南北戦争以前のアメリカ南部に

おける奴隷制の実態を明らかにしようと試み

たものであるが・そのタイトルに一peculiar

instltutio11’とうたい，これに強調用法の
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‘the’ δi＝〕を配して，アメリカ南部の奴隷制

は「まさしく独特，他に類を見ない制度」で

あった，と驚歎している。

　従来，アメリカの黒人奴隷制に関しては，

これを批判・攻撃する側と擁護・容認する側

とから，彩しい量の文書が書かれてきたが，

それらの文書は，要するに，黒人奴隷制は是

か否か，というモラルの問題を軸とし，これ

に感情的な要素が加わって，黒人奴隷制をめ

ぐる俗説と神話を生み出し，黒人奴隷制の実

態に関する科学的・客観的な調査・研究がお

ろそかになり勝ちであった。

　言うまでもなく，すでに過去のものとなっ

た黒人奴隷制の実態を明らかにするためには，

その歴史的な資料として，プランテイション

の経営に関する記録，黒人奴隷制に関する法

規もしくは法令，奴隷として使役された黒人

たち自身の証言，アメリカ南部の奴隷州を旅

行した旅行者たちの経験談など，能うる限り

の材料を調査・研究する必要があり，また，

極論すれぱ，つぶさに奴隷制を奴隷として体

験した黒人たち自身の手によってしか，黒人

奴隷制の歴史は書かれ得ない，とする立場も

あり得るであろう。

　ところで一般に，黒人奴隷制に関する最初

のr学術的な」著述とされるのは，Ulrich　B．

PhlUipsの1勤3β1一∫oα％1〉88mS臨％7ツ（1918）

であるが，Philhpsは主としてプテンテイシ

ョンの経営に関する資料を駆使して，学問的

に最も信頼し得る黒人奴隷制の研究書を書き

上げた・と見られている。しかしながら，南

部出身のPhillipsは，南部人でない限り黒

人奴隷制についての充分な理解は持ち得ない，

と考えていたらしく，また，アメリカの帝国

主義的な拡張の時代に育ったアメリカ人の常

として白色人種の人種的優越性を信じ，その

・4吻θ痂㈱2鞠8705」卿6型の著述の基本的前

提として黒人種の人種的劣等性を措定し，奴

隷制は文化的に立ち遅れていた黒人たちにと
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って望ましい教育機関であり，奴隷制は，結

局，当の黒人たちにとって必ずしも苛酷な制

度ではなかった，と結論づけている。

　乙のような，奴隷制に対して容認的な立場

は，1930年代，1940年代に入って，きぴし

く批判されることになるが，遼膨痂㈱漉870

5」側θ型以後の重要なr黒人問題」の研究業

績としては，カーネギー財団の後援によって

行なわれた研究・調査の集大成たるGunnar

Myrdal，淫銘加θ伽鶉Pf励繊（1944）が

あり，「黒人間題」の研究・調査のためにス

ウェーデンの経済学者が動員されたことは，

r黒人問題」に対する中立的な立場を期待し

てのことであウたろうと推定される。

　さて本書The　Pβo鳩僻1，z5∫3擁fo％（1956）

は，当然予想されるように，Z形θ瓢㈱2〉6－

8アoSJαびθ伊ツと遼％遼挽θ短o傷31）∫」θ錫”zα

に多くのことを負うている。しかしながら

Kemeth　M．Stamppは，本書の執筆にあ

たって，∠耀痂㈱2Vθ870S伽6ダyが無視し

た資料一黒人奴隷制に関する法規もしくは

法令，黒人たち自身の証言，奴隷州を旅行し

た旅行者たちの経験談など一を，ふんだん

に活用し，また，奴隷制を擁護し，美化しよ

うとした南部人たちの声も冷静に聞いて・学

間的な公正さを失うまいとしている。こう

して本書は，黒人奴隷制に対して容認的な

ヨ卿顔σ㈱Nθ8γ05伽θ7ッを批判する対極的

な書物となり，ここに黒人奴隷制に関して併

読すぺき二冊の学術書が出揃ったことになる

のである。

　以下に本書の内容を紹介してみると，著者

は先ず，その第一章「背景」（“The　Setting”）

において，アフリカ黒人がアメリカ新大陸に

おいて制度的に奴隷化された事実経過の中に

　は，何ら必然的な根拠はあり得なかったこと

一つまり，アメリカ南部の農業における黒

人奴隷の使用は，あくまでも低廉な労働力を

確保しようとする意図によるものであったこ

と一従って，アフリカ黒人のほかに低廉な

労働力が確保できたとすれぱ，r黒人」奴隷

制は成立していなかったと考えられることを

明らかにし，第二章以下で，黒人奴隷の労働

条件，黒人奴隷という厄介な財産をかかえる

ことになった奴隷主の物質的，精神的な負担，

黒人奴隷の管理体制，「動産」（“chattels　per－

sonal” としての黒人奴隷の法的措置，黒人

奴隷のr飼育」と売買，黒人奴隷の扶養・維

持，その発病率と死亡率，白人文化への黒人

奴隷の適応，黒人奴隷制の損益，奴隷制を生

きのびた黒人に対する奴隷解放の意味を考察

し，r自由が訪れた時一それはr二級市民』

の擬似的自由であったにせよ一アメリカ黒

人は，正に字義通り，鎖以外の何物をも失わ

なかった」と，r共産党宣言』の有名な句を

連想させる言葉で本書を結んでいる。

　総じて本書を貫く著者の基本的な態度は，

一般化・概括化を警戒し，「一斑を見て全豹
　ぽく
をトする」ことを避けようとするところにあ

り，とかく感情的になり易い論点に関しては

事実をもって静かに語らせ，反論にはその反

論を逆手にとってこれを論破するという方法

を用いて，説得力のある議論を展開している。

そして，そのような方法によって，従来，黒

人奴隷制に関する通説であるかのように思わ

れていたものが，実は根拠のない俗説ないし

は神話であったことを暴露している。

　たとえば，黒人奴隷制に対する批判として，

労働条件のきぴしさということが言われる。

たしかに夏は一日十五時間，冬でも一日十四

時間という労働時間は，その農作業の内容も

　さることながら，苛酷なものであったろう。

　しかし多くのプランテイションで，黒人奴隷

たちにとって土曜は半日，日曜日は休日とさ

れていた乙と，また，黒人奴隷十人以下の小

農園では奴隷主が黒人奴隷と並んで農作業に

従事していたことが明らかにされてみると，

　黒人奴隷制に対する我々の認識は修正されな



ければなるまい。のまた，黒人奴隷たちの中に

は小さな菜園を与えられて自活の一助とする

道もあったこと，さらに木工，石工，鍛冶職な

ど技術を身につけた者もあって，黒人奴隷を

農作業とだけ結ぴつけて考えることはできな

いことも明らかにされている。なお，農作業

に従事する黒人奴隷を監督する目的で奴隷主

（ときには不在地主）に傭われた白人の「監

督」（一‘overseer”）が存在したことは，よく

知られているが，その下に置かれた‘『slave

foreman”もしくは‘’slave　driver”に関し

ては・これまで充分に理解されていたとは言
　　　　　　がしら
い難く，r奴隷頭」とでも言うぺき作業監督

（刑務所における模範囚のように，黒人奴隷

の中から選ばれて・他の奴隷たちの作業を督

戦する）を，多くの英和辞典がそうしている

ように，たんにr奴隷監督」としておくのは，

なんとも紛らわしい。

　次に，もうひとつ，黒人奴隷制との関連で，

「黒人」の定義の間題にふれておきたい。と

きに今日でも聞かされることであるが，アメ

リカでは黒人の血が一滴でも体内に流れてお

れぱ，その人はr黒人」とされる，という。

ところが，本書によれば，アメリカ南部の奴

隷州のいずれも，黒人の血が一滴でも混入し

ておれぱ・これを法的に黒人と見倣す，とし

たことはなく，むしろ，それぞれの州によっ

て，その混入の度合いを定め，たとえば，ヴ

ァージニア州では，1849年の法令によって，

四分の一・もしくはそれ以上の黒人の血を受

けついでいる者は“mulatto”と見倣し，

“negro”という語は，一‘negro”およぴ“mu－

1atto”を意味するものと解する，と規定さ

れていたo（q∫，p，195．）

　このように黒人奴隷制をめぐる議論は，こ

れを批判・攻撃する側でも，また，これを擁

護・容認する側でも，それぞれの主張がその

論者のモラルと深く結ぴついていただけに，

客観的な事実を離れて，感情的な色彩を帯ぴ
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たものになり易く，とりわけ，奴隷制を悪と

する北部的な立揚には，いわば錦の御旗をふ

りかざすようなところがあって，これに対す

る南部的な主張は，窮鼠猫を噛むというよう

なヒステリックなものになり勝ちであった。

そのような意味において，上述したように

∠4卿8γ∫6απ　Nθ8m　S’αびθ7：γ　と　The　P80％」毎7

加5躍漉碗を併せ読むことが要請される。

　それにしてもKenneth　M　Stamppが，

本書の第九章「損益」（‘‘Pro飢and　Loss”）

の中で，奴隷主およぴ南部側の人間がなんと

言おうと，黒人奴隷制は奴隷主にとってr儲

かる制度」であったことを，奴隷の売り値の

恒常的な（不況期は別として）騰貴を数字で

示すことによって明らかにしている点は，お

そらく反論の余地がなく，本書が濯惚吻㈱

2〉θ8γo　s伽θ削の基本的な立場，また，その

論点のいくつかを修正した功績は決して小さ

いものではないであろう。

　最後に，The　P86％」毎γ1％就♂吻昭以後の，

黒人奴隷制に関する議論を一瞥しておきたい。

実は・ようやくわが国でも注目されるように

なったばかりであるが，1960年代に入って

から南北両アメリカにおける奴隷制の相違を

めぐる比較論争が行なわれており，その論争

の端緒をなすのが，StanleyM，Elkinsの

間題の書5」卿θγ夕」■Pγo漉吻吻護卿6寓㈱

1顧嬬・剛鰯1π∫β」」θ伽」切診（1959）

である。Elkinsは，FrankTamlenbaumの

SJ副6α％4α漉躍（1948）の命題を引き継

ぐ形で，南北両アメリカの奴隷制の相違を解

明しようとしているが，北アメリカ南部の奴

隷制が，　r独特の制度」であったことは，南

アメリカの奴隷制との比較研究なくしては明

らかになし得ないと考えており，それが期せ

ずしてKennethM．StamppのThePβ6％．

磁γ∫胤伽吻πを批判する結果となってい

る。Elkinsは，その黒人奴隷制論に社会学，

心理学，人類学などの成果を援用し，Ken一
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11eth　M．Stamppがr黒人奴隷はごく普通

の人間であり，生来，黒人は，結局，皮膚が

黒いだけの白人でしかなく，それ以上の者で

も，それ以下の者でもない」（Cf‘一Prefaceり

p・vH）とした前提を問題視し，これは，

Stamppが極力，避けようとした一般化・概

括化の弊害に自ら陥ったものである，と批判

している。（Cプ・Stanlcy　M　Elldns，5’副θ型

p．23，）もし黒人奴隷制が長期にわたる強制

収容所生活にも比すぺきものであったとする

ならば，たとえば，それがアメリカ黒人たち

に，奴隷主であった白人たちの揚合とは異な

る心理的・精神的な歪みを後遺症として残し

ていなかったとは言えないであろう。黒人奴

隷制史におけるThePθo㍑」¢αγ1，z5∫3’％あ073

の位置を最終的に見定めるためにも，今後も

展開されていくと予想される・上述した比較

論争の行く方を見守って行きたい。

Kenneth　M．StampP　l　The　Pθo爾僻

1仰∫勲漉o・釘∫伽θγツ弼hβヨ舵一Bo’1㈱

So多躍ん，　1956，Vintagc　Books，xi十435

十xlii　PP．

Jean・Luc　Marion：

S％γ」’0初oJo9∫θ97ゑSε46

z）6s6απ6s

が事物相互の間にある光や影や高低や地平と

いったもの一事物ではないが，それでも無

であるともいえぬもの一によってのみ存立

しているように，ひとりの哲学者の思惟も語

られた事柄相互の間にある節目の如きものを

含めて成りたっている。その思惟のうちには，

その中で《思惟されなかったもの渉（「impen－

s6）一当の思惟を横切って，しかも独り当

の思惟のみを介して，未だいちども思惟され

ないでいるものとしてわれわれに到来するも

の一が存する。そして，この《思惟されな

かったもの》は完全にその哲学者のものであ

るのだが，それでも他の人ぴとに近づきえぬ

ものではないのである。客観的哲学史を構成

する，歴史的批判的なテクストの読解は，語

られた事柄のみに光を当てることによって，

《思惟されなかったもの》へ通ずる道を閉ざ

してしまう。しかしまた，哲学者との対話を

装った，文献学的注釈的な読解は，《思惟さ

れなかったもの》を読解者の常識に置きかえ

るという恣意に陥るのが常である。そうだと

すれば，《思惟されなかったもの》とは，そ

のような客観的読解にも恣意的読解にも無縁

のものであって，思惟の対象をなすものでは

ないことになる。《思惟されなかったもの》

に関してまずわれわれに要求されることは・

それをいわば思惟し直すことによって哲学者

のうちに見つけ直し或は保持する，というこ

とであろう。

福　居 純

　M．メルロニポンティは或るテクストの読

解の間題に触れて，「哲学者は自らの投げる

影をもつが，これは単に事実上未来の光が欠

如しているということではない」，と語って

いる（r哲学者とその影』）。知覚される世界

　ところで，r精神指導のための規則』（Rc－

9u1αca（1directionem　ingenii）或は単に『規

則論』と名づけられている，デカルトの方法

論的著作は，付随する特異な事情から，歴史

的批判による客観的読解と文献学的注釈によ

る恣意的読解とのジレムマを絶えず強いられ

てきた。1628年頃に草されたと推定される

この未完の論文は，遺稿のうちに見つけられ

たのであったが，その保管を引継ぐ人ぴとの


